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国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）表彰規則 

 

１．目的 

国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）に貢献いただいたメンバーを表彰し、

メンバーのモチベーションを高めるとともに IIPPFの発展を図っていく。 

 

２．表彰対象 

対象者：IIPPFに属している個人 

 

３．表彰基準 

国際知的財産保護フォーラム（IIPPF）の理念に共感し、その向上発展において

多大なる功績および貢献が顕著であった個人。表彰基準は以下の通りとする。 

 

・幹事を（原則 2年以上）務めた個人 

 

４．被表彰者の検討、推薦 

IIPPF推進会議において検討し、企画委員会に推薦する。 

 

５．表彰者の決定 

IIPPF推進会議からの推薦を経て、企画委員会において、審議し、承認する。 

 

６．表彰の方法 

総会において表彰状を座長より授与して行うものとする。 

 

以上 


